
西都市高齢者見守り配食サービス事業業務仕様書 

 

 西都市高齢者見守り配食サービス事業における業務について、必要な事項を定める 

 

１ 事業件名 

   西都市高齢者見守り配食サービス事業 

 

２ 事業内容 

   栄養のバランスのとれた食事を調理し、利用者宅に訪問して定期的に提供するととも

に、訪問時に安否を確認し、健康状態に異常があれば関係機関へ連絡等を行うものであ

る。具体的な業務内容は以下のとおりとする 

（１）事前訪問 

   サービス実施前に利用者宅へ訪問し、以下の事項を確認・説明すること 

① 配食日、配食時間帯、配食場所、受渡方法 

② 利用者や家族の要望事項の確認（対応可能な部分に限る） 

③ 変更、休止、取り止め時の連絡方法 

④ 心身状況や緊急連絡先等の確認 

⑤ 食中毒防止の周知（食事は早めに喫食、食べ残しは廃棄） 

（２）栄養バランスのとれた食事の提供 

① 献立は管理栄養士または栄養士が作成すること 

② 高齢者のエネルギー量・栄養バランス・嗜好・咀嚼力低下等に配慮し、季節感や

食の楽しみを考慮すること 

③ 軟食、刻み食など特別な調理要望には可能な限り対応すること 

④ 利用者の希望により日常生活動作の維持・改善に資するため、おかずのみの提

供が可能であること 

（３）居宅への食事配達・安否確認 

① 配食時は食品衛生に十分配慮し、適切な温度管理を行うこと 

② 原則として利用者本人に手渡しで配達すること 

③ 受渡し時に声かけを行い、安否を行うこと 

本人が不在で、連絡が取れなかった場合は、別添資料の安否確認の流れに沿っ

て緊急連絡先や市へ連絡すること 

利用者の心身の異変や環境の変化を把握し、必要に応じて緊急連絡先や担当の

ケアマネジャーに連絡すること 

 （４）利用料の徴収および受領確認 

① 登録事業者は、利用者から本市の補助金を差し引いた金額を徴収すること 

② 補助金は、利用者の委任を受け、市へ請求すること 

③ 徴収・受領記録は帳票に記録し、5年間保存すること 

 

 

３ 衛生管理 

 （１） 登録事業者は、サービスの実施に当たって保健所その他関係機関の指導を遵守する

こと 

  （２）「大規模食中毒対策等について」（平成９年３月 24日厚生省通知）による「大量調  

       理施設衛生管理マニュアル」や「給食施設栄養管理の手引き」（社団法人宮崎県栄養 



       士会発行）もしくはＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を徹底し、食中毒等の防止に万全を

    期すこと 

（３）調理施設の形態・規模に応じた衛生管理記録（温度管理、消毒記録など）を作成・

保存すること（保存期間 5年） 

 

４ 関係帳票類の整備 

   登録事業者は、以下の書類を記録・整備し、必要に応じて市へ提出すること（※全帳

票は 5年間保存） 

（１） 利用者名簿 

（２） ケース記録 

（３） 配達記録 

（４） 業務日誌 

（５） 会計帳簿 

（６） 衛生管理記録 

 

５ 事故発生時の対応等 

（１） 食中毒等が発生した場合は、適切な処置を行い、速やかに保健所、市、関係機関へ

報告すること 

（２） 配食従事者の急病、交通事故等により配食が困難な場合は、代替従事者を配置し、

利用者に不利益が生じないよう努めること 

（３） 登録事業者は、事故発生に備え、損害賠償保険に加入すること 

 

６ 災害時の対応 

   災害時等、配食が困難な場合、市と協議したうえで配食サービスの提供を中止し、利

用者または緊急連絡先にその旨を連絡すること 

 

７ 秘密保持の遵守 

   従業員または従業員であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別添資料＞ 

【安否確認の流れ】 

 

 

※本人不在時は、次の配達先に向かうが、健康状態に異常があり１１９番通報等の必要があ

ると判断した場合は、通報を行い救急車両等が到着するまで待機をする。 

 

 

    

 

 

 

 

【電話連絡先】 

平日 ３２－１０２８（高齢者支援係） 

休日 ４３－１１１１（市役所代表） 

 

 

 

 

 

① 配達時に本人が不在、または健康状態に異常があると判断した場合 

②配達者は、直ちに業務管理者へ報告し、業務管理者または担当職員は、緊急連絡先へ

連絡を行う。 

③－２（連絡が取れた場合） 

・業務管理者または担当職員は、配達者 

 に報告する。 

 

 

 

 

 

③－１（連絡が取れなかった場合） 

・業務管理者または担当職員は、再

度緊急連絡先へ連絡を行う。 

・配達者は、状況に応じて、再度不

在者宅を訪問する。 

④翌日朝 9 時までに、利用者及び緊急連絡先に連絡が取れなかった場合、

市へ電話連絡する。 

 



確認事項 

 

（１） サービス開始時 

   サービス開始にあたって、利用者や家族等に対して以下の説明・確認を行うこと 

① 配食日、配食時間帯、配食場所、受渡方法（不在時を含む）について 

② 要望事項（対応できる部分に限る）について 

   ③ 変更、休止、廃止等の手続きについて 

   ④ 心身状況、緊急連絡先等必要事項について 

   ⑤ 食中毒防止のため、受け取った食事は早めに喫食し、食べ残しは惜しまず捨てるこ

とについて 

 

（２） 配達 

配達にあたっては以下に留意すること 

① 特別な事情や事前連絡がある場合を除き、原則として利用者の居宅に訪問し、 

利用者本人に手渡すこと 

② 食事の適切な温度管理のもと、食品衛生に十分配慮すること 

③ 担当者が代わっても滞りなく配達できる体制を整えること 

 

（３） 安否確認 

配達時には次の事項に留意して利用者の安否確認を行うこと 

① 利用者本人に声掛けを行う等により本人の反応を確認すること 

② 受け渡しの際に利用者の健康状態や様子の確認を行うこと 

③ 利用者の生活環境の変化等にも気を配ること 

 

（４） 緊急時の対応 

以下のいずれかに該当する場合は、速やかに関係機関に連絡をする等、必要な措置を講

じるとともに、あらかじめ利用者等の指定する緊急時連絡先に連絡をすること 

① 利用者の心身の状態や生活環境に異常があると判断した場合 

② 長期間利用者と直接コミュニケーションが取れない場合 

③ 前回配達した弁当が喫食されずそのまま残っていた場合 

 

  



＜別添資料＞ 

【緊急時の対応】 

 

 

 

※健康状態に異常があり１１９番通報等の必要があると判断した場合、配達者は通報を行い救

急車両等が到着するまで待機をする。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

【電話連絡先】 

平日 ３２－１０２８（高齢者支援係） 

休日 ４３－１１１１（市役所代表） 

 

 

 

①本人の健康状態に異常があると判断した場合、または前回配達した弁当が喫食され

ずそのまま残っていた場合 

②配達者は、直ちに業務管理者へ報告し、業務管理者または担当職員は、緊急連絡先へ

連絡を行う。 

③－２（連絡が取れた場合） 

・業務管理者または担当職員は、配達者 

 に報告する。 

 

 

 

 

 

③－１（連絡が取れなかった場合） 

・業務管理者または担当職員は、再

度緊急連絡先へ連絡を行う。 

・配達者は、状況に応じて、再度不

在者宅を訪問するなど、確認を試

みる。 

 

 

④翌日朝 9 時までに、利用者及び緊急連絡先に連絡が取れなかった場合、

市へ電話連絡を行い、事態を報告する。 

 


